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令和 8 年１月１９日 

浜松市財務部技術監理課 

 

浜松市週休２日制工事（建築工事）の積算について 

  

浜松市週休２日制工事（建築工事）実施要領を適用する工事の積算等は、以下による。  

  

１ 労務費の補正  

週休２日推進工事において、対象期間中の現場閉所（現場休息）の状況に応じた以下の補正係数

により労務費（予定価格の元となる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載

価格（材工単価）の労務費） 及び現場管理費 を補正する。 

(1)完全週休２日（土日）適用工事     労務費     補正係数 1.02 

現場管理費   補正係数 1.01 

(2)月単位の週休２日 適用工事       労務費     補正係数 1.02 

 

２．単価の補正方法等 

 

（１）複合単価 

複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に「営繕工事における週休２日促進工事実施

要領」(以下、「要領」という)６(1)の補正係数を乗じたものを使用する。 

なお、交通誘導警備員の労務単価についても同様に補正する。 

 

（２）市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

市場単価と補正市場単価は、要領の補正係数に基づき算出した表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－

２の補正率を用いて、以下の式により算定する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

・市場単価 × 新営補正率 

・補正市場単価 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

・市場単価 × 改修補正率 

・補正市場単価 × 改修補正率 

（参考） 

執務並行改修の場合は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（２）ロの表Ａ－１、表

Ｅ－１及び表Ｍ－１の改修補正率によらず、本運用の表Ａ－２、表Ｅ－２及び表Ｍ－２の改修補

正率を用いること。 

 

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、表Ａ－２、表Ｅ－２及

び表Ｍ －２の補正率を用いて、以下の式により補正する。 

【新営工事、全館無人改修の場合】 

・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 

【執務並行改修の場合】 

・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 
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（３）単位施工単価 

ベース単価については、複合単価の方法により算定することとなっており、この複合単価

に含まれる労務単価に要領の補正係数を乗じて補正して算定する。 

シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。 

補正単位施工単価は、これら補正をした単位施工単価より算出する。 

 

【工事場所が物価資料の掲載都市の場合】 

  

【工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合】 
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